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新型コロナウイルス感染防⽌による公共施設の臨時休館について

公共施設の⼀部を臨時休館します

新型コロナウイルス感染防止への対応

 新型コロナウイルスの感染防⽌を図るため、市が管理する公共施設の⼀部を臨
時休館します。

■対象施設（別紙資料を参照ください）
・図書館
・市⺠体育館、市⺠体育館諸室
・市⺠体育センター
・各まちづくり推進センター、同分館
・中央⽼⼈センター
・各小中学校体育館
・同和教育集会所
・勤労⻘少年ホーム
・サンメッセ鳥栖（２階図書コーナーのみ）

■期間 令和2年3⽉16⽇（⽉）から令和2年3⽉31⽇（⽕）まで

■その他 各施設の臨時休館期間の予約（キャンセル）状況等については、別紙
の問合せ先へお尋ねください。
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